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研究成果の概要（和文）：文化政策の評価に人文知を応用するという目標で行ってきたが、2021年度についても
引き続き新型コロナウィルス感染症の影響下にあり、実地での調査が行いにくい状況にあった。しかしながら、
そのような状況においても、オンラインで研究会を開催して、積極的に専門家からのヒヤリング等を行うことが
でき、考察を深めるための活動はできた。
これらの活動を通じて、政策の周りで展開されている「評価」そのものを問い直し、文化政策の実践的現場で行
われている「評価」そのものを見直す作業を行った。これらの研究調査活動を通じて、文化政策における評価の
姿を明らかにすることができたといえる。

研究成果の概要（英文）：The goal was to apply the humanities to the evaluation of cultural policy, 
but in 2021 it was still under the influence of the new coronavirus infection, and it was difficult 
to conduct an on-the-spot investigation. However, even in such a situation, we were able to hold a 
study group online and actively conduct hearings from experts, and we were able to carry out 
activities to deepen our consideration.
Through these activities, we re-questioned the "evaluation" itself that is being developed around 
cultural policy, and reviewed the "evaluation" itself that is being carried out in the practical 
field of cultural policy. It can be said that through these research and research activities, it was
 possible to clarify the appearance of evaluation in cultural policy.

研究分野： 文化経営学、文化政策学

キーワード： 文化政策　文化経営　文化行政　政策評価　事業評価　人文知　地方自治体
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研究成果の学術的意義や社会的意義
文化政策を研究対象として行った本研究は、実践の文化政策の現場を前提として行われているものである。文化
は教育と並び、評価指標の設定や方法が特殊な領域と考えられてきている。それらのどこに特色があり、行政が
文化政策を立案執行する上で、どのような点に注力すればよいかということを明らかにできたことは、これから
の文化政策の具体的な実践において有効だと考えられる。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 

 

戦後の日本において公式に「文化政策」という文言が使われるようになるのは、2000 年に省庁

再編により文化審議会が発足し、文化庁の政策方針を明確にすることが目指されてからのこと

である。その直後の 2001 年に制定された文化芸術振興基本法は、文化芸術振興に関する「基本

方針」という、計画よりも緩やかなものを設定し、文化芸術振興政策を行っていくことを目指し

た。法律制定当時、文化領域には「計画」はなじまないとされた結果、基本方針が選択されてい

た。2017 年 6 月、この文化芸術振興基本法を改正して、文化芸術基本法が成立した。この法律

においては、その特徴として以下の二つが課題としてあげられる。第一に、議員立法による法律

制定によって生じている問題と、第二に、文化芸術に関する基本計画の策定である。 

 第一の点は、戦後の日本において、文化領域を対象とする文化政策は、常に議員立法で制定さ

れてきたという特性を持ち、そのことは文化政策において党派的な対立概念を持ち込まずに政

治中立的に扱ってきたという意味で評価すべき点が大いにあるものの、別の側面からみれば政

治と限られた利害関係者だけの閉じられた法律制定によって生じる問題があるということであ

る。今回は議員連盟主導であったことから、パブリックコメントを取るということが行われなか

った。広く国民全般に関わる文化や芸術の問題が、閉じられた関係者の中で築き上げられてきた

ことを意味し、なかでも政策執行者の重要な担い手である地方自治体は常に受動的な立場に置

かれてきたということを意味する。国が文化芸術推進計画を策定し、それらを参酌して方針を決

定すると規定された地方自治体は、それぞれの地域の事情と「国の」政策執行への必要性の認識

とに乖離を生じさせ、結果として地方自治体レベルでの文化行政の積極的な展開に結びつかな

かった現実がある。またこれまでの文化政策分野における実務・実践の担い手である市民社会、

そしてそれを中核的に担う NPO や民間企業が台頭してきているが、十分に想定されてこなかっ

た。ここに潜む問題を明らかにしていく必要がある。 

 さらに第二の点として、今回の法律改正での重要な変更は、文化芸術推進計画の策定が国に義

務づけられたことである。また都道府県市町村においても努力義務ではあるが、文化芸術推進計

画の策定が規定された。さらに 2018 年の通常国会で文化財保護法の改正も予定されており、そ

こでも市町村レベルで文化財保護計画の策定が予定されている。計画の策定は、これまでの緩や

かな「基本方針」というレベルと異なり、目標管理と、進捗状況の確認、成果を評価するプロセ

スが組み込まれることになり、これまでの文化政策の実務のあり方を大きく変更する内容とな

っている。そして近い将来、計画の評価が必ず行われることになる。これらの評価の問題を政策

レベルから考える際に重要な視点が、文化政策で重視される価値を視野に入れた研究であると

考える。 

 
２．研究の目的 

本研究では、事業評価より上位の価値に注目した政策評価のための制度、概念、方法、基準、指

標の設定・制度化を、以下の３つの視点から行う。 

① 先行国の事例、とりわけ文化政策の評価で先行的であるイギリス、地方主権の連邦制国で文

化芸術の評価や批評のネットワークが存在し、文化政策評価と連動していると考えられるド

イツ等についての理解を深めるとともに、2018年は、２年に一度開催されるInternational 

Conference of Cultural Policy の開催年にあたり、文化政策関連の評価研究の国際的動向

や先端的研究を批判的あるいは参照的に確認して研究を開始する。イギリスは文化政策の実



務における評価も世界に先行して行われてきているが、それ自体の見直しも行われる状況に

なっている。海外調査と並行して、これまでの国内での研究成果を参照的および批判的に検

証する作業を行う。 

② 日本における文化芸術の内容面における評価に関して重要な学術的な成果（芸術論・批評・

評論）をもたらしてきた人文的な知が、実際の文化政策執行においてどのように活用可能か、

さらには批評・評論を芸術内部に閉じられた活動としてではなく、社会構造の中で捉え返す

視点を検討する。 

③ ②において可能性が立証できた場合にそれらを実社会において導入するための制度設計ま

で考察して、社会実験を試みる。これについては、研究代表者および研究分担者が関与して

いる実務領域で実験可能である上、需要（必要性）もある。 

 
３．研究の方法 
海外、日本の事例調査、文化政策における評価の現場に近い人々へのヒヤリング等を通じて、

これらの資料を共有し、研究会等において議論を深めるという方法を選択した。 
 
４．研究成果 
 新型コロナウィルス感染症により現地調査等が制限され、当初予定されていた海外調査、国
内調査を十分に行える状況にはなかったが、オンライン研究会を通じて考察を深めることがで
きたところも多い。具体的な社会実験を実施するところまではいかなかったが、以下の点が成
果としてあげられる。 
 

（1）「評価」そのものについての研究を行うことができた。「評価」という概念や言葉が、使わ

れる人々によって、多様に使われている実態を捉えることができた。 

・政策評価における価値基準と価値形成にむけた人文知の役割、 

・文化影響評価、 

・批評と評価をめぐる諸問題、 

・地方自治体における計画策定評価、 

・アートプロジェクトと評価 

 

（2）様々な文化領域で実施されている「評価」の現場での課題を明らかにすることができた。 

・英国の文化政策の評価についての事例 

・小規模自治体における文化行政評価事業 

・自治体文化基本計画の評価 

・公立文化施設の評価と自治体の取り組み 

・優れた公共劇場の評価基準 

・政策評価の文脈を意識した NPO 法人の事業評価 

・美術館をめぐる自治体と政策の間に潜む課題 

 
これらの研究成果については、近い将来出版する予定で調整をしている。」 
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